
南平小学校で行つている特別支援教育には、次のようなものがあります。
お子様が安心して学校に通えるように、お困りのことがありましたら、ご活用<ださい。

スクールカウンセラーとの相談
・ 2名のカウンセラーが週 2日程度勤務してい歓す (勤務がない日もあります)

・保護者の方々、児童、どちらでも相談することができます。
・子i彗てのこと、お子さんの発達のことなどを相談できますの
・学1交だよりで日程を確認し、電話予約をして、ご禾」用<ださい。 (丁(J:042-592-2021)
・相談室は、 2階事務室と3年 3組教室の間 (放送室奥)にあります。

Fリ ソースルーム」
・国語と算数の学習の補充を行う場です。
0個別指導を受け、学習理解を促します。

・不」用することで効果が期待されると校「A」 支援委員会で判断されると札用可能となります。

「ステップ教室」
・コミュニケーションスキルを高めたり社会性を育てたりする教室ですぃ
・専任の教員が週 1～ 2時間、児童の実態に応じた指導を行います。
0日野市教育委員会主催の検言」会で入室許可が出ると利用開始になります。
・入級のために必要な書類や手1贋がいくつかぁるため、準備に時間がかかる場合があります。

「きこえとことばの教室 せせらぎ」
・きこえの教室は、間こえにくさがある児童が対象です。聴力検査も受けられます。
・ことばの教室は、発音が不明瞭である、0乞音があって困っている、言語発達の選れが気になる

などの児童が対象です。
・専任の教員が児童の実態に応じて週 1～ 4時 FB3程度指導を行います。
・児童の実態を把握するための初回相談を実施 (約 90分間)し、日野市教育委員会主催の検

討会で入級許可が出ると利用開始になります。

「 Mル ームJ(校 内別室指導 )

・学校に行きたい気持ちはあるが在籍学級への登校が難しい児童が対象です。
。今年度は、児童が学校にいる時間、専任の支援員が毎日常駐しています。
・教室の課題を行う他、可能な範囲で児童が考えた活動をすることができます.

。「利用申請書」は、担任かMルームの担当者にお声掛け<だされば、お渡しいたします。
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